
 

 

第 3 回新千⾥東町地域⾃治協議会理事会議事録 
日時 ： 2017 年 7 月 15 日（土）10 時〜12 時 20 分 
場所 ： 東町会館 2 階集会室 
出席者 

*役  員：伏原会⻑、⻄村・花城両副会⻑ 
勝久・中須・前園（以上会計）・橋本（書記） 

*理  事：総数 20 名中、出席者 18 名（上記役員 7 名を含む） 
濱中・小川・尾上・園田・塩津・吉経・村尾(以上⾃治会） 
田村・福岡・原 ・清水(以上諸団体)    

欠 席：寺村・柳野 
*監  事：欠席（植田、藤谷） 
*相談役：室井（東丘小校⻑） 
*事務局：玉富 
*オブザーバー：若松（豊中市） 

 
議事 

１．前回理事会議事録の確認 
  第 2 回理事会議事録について確認を⾏い承認されました。 
  理事からの意⾒により、次回より「議事録の承認」ではなく、「議事録の報告と確認」のみ⾏う事

としました。 
  また、これまで議事録は事前に役員と事務局のみで⾏っていたので、次回より理事１名の輪番制

でチェックを⾏って頂く事としました。 
 
2. 各委員会報告 

① 広報委員会 
今年度も引き続き、協議会ホームページを管理運営し、随時更新を⾏うほか、「新聞ひがしお
か」の協議会記事の作成・編集や掲⽰板の管理を⾏うと報告がありました。 

 
② 防災委員会 

これまで実施してきた防災訓練に、より多くの人に防災訓練に参加してもらえるよう、訓練内
容や告知⽅法などを⾒直していくこととしました。また、防災備蓄品の整理や防災マニュアル
の作成を進めていきます。なお、12 月 2 日に第⼋中学校で開催される千⾥フェスタの中でも
防災の催しが予定されていることから、相互に調整して計画を進めていくとの報告がありまし
た。 

 
③ 近隣センター移転計画対策委員会 

新地区会館のレイアウトの検討を進めており、その参考として、新千⾥⻄町にある集合住宅の
集会所と「にしおかコミュニティセンター」を⾒学した旨報告があり、参加メンバーそれぞれ
から、意⾒・感想が述べられました。 
 
また、これまで地域と⾏政で進めてきた新地区会館のレイアウト図につき、理事より「避難経



 

 

路となる非常⼝が無いのは如何なものか？」との指摘がありました。会館管理事務所、倉庫、
小集会室（兼なんでも相談室）のいずれかのドアを常時開放しておけば⻄側（裏⼝）のドアが
非常⼝になるとの意⾒もありましたが、管理上・セキュリティ上問題があるとの意⾒もあり。
会⻑より、当事者同⼠で協議・調整するよう指⽰があったので、後日、この点について関係者
で集まり、協議・調整する事で了承されました。 
 

④ キャンドルロード実⾏委員会 
11 月 3 日（⾦・祝）に開催の東町キャンドルロードにつき、今年度は千⾥キャンドルロード
プロジェクトが千⾥中央公園で開催されることから、2014 年度同様共同で主催・実施すると
の報告があり、細部については今後両者で協議するとの報告がありました。 
 
また、開催案内と共に参加募集の用紙を配布しました。 
締め切りは９月 16 日（土）、紙コップや砂は、9 月末より配布可能です。 
9 月末に事前説明会と次回委員会を開催する予定です。 
 

⑤ 夏祭り実⾏委員会 
今年度の夏祭りは、8 月 19 日（土）17 時 30 分〜21 時に東丘小学校で開催し、模擬店販売、
抽選会、和太⿎・エイサーの演舞、盆踊りを⾏うとの最終確認がありました。 
（雨天中止の場合は順延せず、翌日の午前中に抽選会のみ実施します。） 
 
8 月 5 日（土）10 時から新千⾥東町会館で夏祭りの全体説明会を開催します。 

3．その他 

１）協議会ホームページ（https//www.e-kyogikai.com/）の案内がありました。 
２）もちつき大会を実施するために設けられたもちつき実⾏委員会に、協議会が参加することと 

予算は予備費から⽀出することについて、理事会で承認されました。 
３）こども安全⾒守り隊につき、各⾃治会・管理組合宛てに名簿が配布されましたが、各団体で名簿

の管理を⾏うには無理があるとの指摘があり、名簿の回収を⾏いました。 
４）8 月の理事会は休会につき、次回の理事会は、9 月 16 日（土）10 時から、新千⾥東町会館で⾏

います。 

以上 

2017 年度第 5 回理事会日程 9 月 16 日（土）10：00～ 東町会館２階集会室 

                                   

 

 

 

 

 

理事会出席者へのお願い 

１．理事自身がご出席頂けない場合は、必ず代理者の出席をお願い致します。 

２．この理事会での議論の内容を貴団体内関係者に周知頂くとともに、次回理事会議案の内、関わりのあ

る案件については、貴団体内で話し合いの上ご出席ください。 

３．理事会等の会議は情報公開を基本としております。東町に関係のある人であれば、理事以外のどなた

でも理事会等にオブザーバーとして出席頂くことができます。貴団体内で協議会活動に関心のある方

に出席をお勧めください。 

４．理事会等で議論した内容は、奇数月発行の広報紙「ひがしおか」、協議会専用ホームページ

（http://www.e-kyogikai.com/）に掲載しますので、ご利用をお奨めください。 


